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答 申 第 ３ ０ ２ 号  

平成２１年１０月８日  

 

 千葉県知事 鈴木 栄治 様 

 

千葉県情報公開審査会 

委員長  大田 洋介 

 

 

   異議申立てに対する決定について（答申） 

 平成２０年６月２３日付け安整第５７５号－１による下記の諮問について、別紙のとお

り答申します。 

記 

 平成２０年５月１８日付けで異議申立人から提起された、次の処分に係る異議申立てに

対する決定について 

 平成２０年４月３０日付け安整第２１１号で行った行政文書部分開示決定 

 平成２０年５月２日付け安整第２３４号で行った行政文書部分開示決定 

 平成２０年５月９日付け安整第２５５号で行った行政文書部分開示決定 

 （平成１９年１０月２９日付けの行政文書開示請求に対する処分） 

 平成２０年５月９日付け安整第２５５号で行った行政文書部分開示決定 

 （平成１９年１１月２日付けの行政文書開示請求に対する処分） 

 平成２０年５月９日付け安整第２５５号で行った行政文書部分開示決定 

 （平成１９年１１月２０日付けの行政文書開示請求に対する処分） 

 平成２０年５月１５日付け安整第３１５号で行った行政文書不開示決定 
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諮問第３８９号 

答   申 

 

第１  審査会の結論 

     千葉県知事（以下「実施機関」という。）は、本件異議申立ての対象となった行政

文書の不開示とした情報のうち、別表の審査会の判断欄に「開示」と表記した情報を

開示すべきである。 

実施機関のその余の決定は妥当である。 

 

第２  異議申立人の主張要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   異議申立ての趣旨は、実施機関が平成２０年４月３０日付け安整第２１１号で行った

行政文書部分開示決定（以下｢本件決定１｣という。）、平成２０年５月２日付け安整第

２３４号で行った行政文書部分開示決定（以下「本件決定２」という。）、平成２０年

５月９日付け安整第２５５号で行った平成１９年１０月２９日付けの行政文書開示請

求に対する行政文書部分開示決定（以下「本件決定３」という。）、平成２０年５月９

日付け安整第２５５号で行った平成１９年１１月２日付けの行政文書開示請求に対す

る行政文書部分開示決定（以下「本件決定４」という。）、平成２０年５月９日付け安

整第２５５号で行った平成１９年１１月２０日付けの行政文書開示請求に対する行政

文書部分開示決定（以下「本件決定５」という。）及び平成２０年５月１５日付け安整

第３１５号で行った行政文書不開示決定（以下「本件決定６」といい、「本件決定１」

から「本件決定６」までを併せて以下「本件決定」という。）を取り消すとの決定を求

めるというものである。 

 ２ 異議申立ての理由 

異議申立人が、異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は、おおむ

ね次のとおりである。 

(1) 耐震偽装はノウハウではない。勝山小学校は災害時の避難場所であるから、大地

震で校舎が倒壊しないだけでなく、校舎が傾くことがないような耐震強度が必要で

ある。耐震強度は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の基準の１．２５倍で

あることは平成１９年７月２０日付けきょなん議会だより８０号で明らかとなっ

ているが、建築確認の変更申請時に変更されていることも明らかとなっている。ま

た、校舎の位置も変更となっており、支持杭の位置が変更されていないことから、

校舎の北東角部は１ｍ以上位置のズレがあることからも、耐震偽装は明らかである。 

(2) 建築士事務所の耐震偽装は設計のノウハウではなく、全部開示するのが公益であ

る。 

(3) 建築計画概要書は誰でも閲覧でき、その配置図から校舎の床の高さは３００ｍｍ

（０．３ｍ）であることが明らかであるのに、建築確認の申請書の第四面では部分

開示とし、その理由は「ノウハウ」であるからとしている。何でも「ノウハウ」と

して開示しないのは、耐震偽装の隠ぺい、又は、耐震偽装の校舎を建築確認済とし

た県職員の職権濫用の隠ぺいのためである。鋸南町長は床の高さが３００ｍｍであ
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ることを開示している。 

(4) 意匠図の１階平面図、塔屋平面図、立面図を開示しないのは、建築費用を安くす

るためのもので、入札仕様の変更である。当初の入札をやり直さず、落札者への利

益供与を隠すものである。 

(5) 自己情報開示請求したところ、平成１９年１０月２９日付け行政文書開示請求書

で「平成１９年２２４号」と記載したものが「平成１９年１１５号」と改ざんされ

ていた。 

(6) 平成１９年１２月１７日付け行政文書開示請求に対して、同小校舎のコンクリー

ト打ちが終了し、支持杭が岩盤に届いていたか確認のボーリング調査ができなくな

るまで、期間延長もせず故意に放置し、平成２０年５月２日付け安整第２３４号で

部分開示決定通知書を発行している。 

(7) 新規の部分開示決定では追加の行政文書の件名が記載され、当初から対象文書隠

しを故意にしていた。 

(8) 図面番号はＡ１からＡ３８まで連番でなければならず、抜けている番号の図面を

隠している。 

(9) 平成２０年４月１日付け行政文書開示請求では、対象文書を故意に特定しようと

しないので、１ページごとの特定をするように開示請求をした。ところが１枚の部

分開示決定通知書しか発行していない。一つのページすべてを開示しない場合は、

不開示決定通知書で通知しなければならないことから県条例違反の処分である。 

(10)Ｈ１９－更１６８号の計画変更確認申請書（建築物）（第１面）と建築計画概要

書（第１面）（計画変更時）には安房郡鋸南町役場の受付印があるが、受付番号の

「第１８号」の筆跡が明らかに違う。公文書の改ざんが行われている。 

(11)Ｈ１９－１１５号の構造関係図面は「Ｃ－○番」である。決定書ではすべて「Ｃ

○番」と改ざんしていた。 

 

第３ 実施機関の説明要旨 

     実施機関の説明は、おおむね次のとおりである。 

 １  行政文書の開示請求について 

   異議申立人は、実施機関に対し、千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第  

６５号。以下「条例」という。）に基づき、次の開示請求を行った。 

 (1) 平成１９年１０月２９日付けで「平成１９年度建築工事の勝山小学校の耐震に問

題がないことがわかる一切の書類（杭の位置の岩盤がどうなっているかについても

含む。）（Ｈ１９第２２４号にて確認を受けた建築物の地質データも含む）」の開示

を求める開示請求（以下「請求１」という。） 

 (2) 平成１９年１１月２日付けで「平成１９年２２４号で建築確認済の鋸南町立勝山

小学校は建設予定地の岩盤が地下何ｍにあるのか不明であったのがきょなん議会

だより８１号２頁（Ｈ１９．１０．２０発行）で明らかになって、岩盤に杭が届か

ないことも明らかになったことから建築基準法２０条同法施行令３８条、告示１１

１３号（Ｈ１３．７．２）に関しての違反が判明したのに建築確認済を取消さなく

てよいことのわかる一切の書類」の開示を求める開示請求（以下「請求２」という。） 



 

4 

 (3) 平成１９年１１月２０日付けで「Ｈ１９－更１６８号の建築確認に関する一切の

書類」の開示を求める開示請求（以下「請求３」という。） 

 (4) 平成１９年１２月１７日付けで「平成１９年度に建築開始した鋸南町立勝山小学

校の支持杭５６ヶ所の当初の長さ、設計変更後の長さ、実際の長さがどのくらい変

ったかわかる一切の書類（５６ヶ所の杭の位置、各杭の長さ（当初、設計変更後、

実際）がわかる書類）」の開示を求める開示請求（以下「請求４」という。） 

 (5) 平成２０年４月１日付けで「１～１５４各々について開示決定のこと。Ａ：〔Ｈ

１９千葉県第１１５号とＨ１９更１６８号の建築確認の各〕の略。１、Ａ１頁 ２、

Ａ２頁 （中略） １５０、Ａ１５０頁以降の頁 １５１、Ａ第一面 １５２、Ａ

第二面 １５３、Ａ第三面 １５４、Ａ委任状」の開示を求める開示請求（以下「請

求５」という。） 

 (6) 平成２０年４月１６日付けで「Ｈ１９．１２．１７付行政文書開示請求書を同日

安房地域整備センターが収受しながら、Ｈ２０．４．１６現在未だに放置されてい

るが、どうして放置するのが許されるのかについてわかる一切の書類」の開示を求

める開示請求（以下「請求６」といい、「請求１」から「請求６」までを併せて以

下「本件請求」という。） 

 ２ 行政文書の特定及び本件決定について 

  (1) 請求１について 

ア 実施機関は、請求１に係る行政文書として鋸南町立勝山小学校の建築確認申請

書中の構造関係図面及び構造計算書を特定し、平成１９年１１月２８日付け安整

第７３号の４による行政文書部分開示決定（以下「当初決定１」という。）を行

った。 

イ 実施機関は、当初決定１について、不開示とした部分に開示すべき情報があっ

たこと等を理由に取り消し、改めて本件決定３を行った。 

  (2) 請求２について 

ア 実施機関は、請求２に係る行政文書として鋸南町立勝山小学校の建築確認申請

書中の構造関係図面及び構造計算書を特定し、平成１９年１１月２８日付け安整

第７３号の５による行政文書部分開示決定（以下「当初決定２」という。）を行

った。 

イ 実施機関は、当初決定２について、開示すべき行政文書の特定が漏れていたこ

と及び不開示とした部分に開示すべき情報があったこと等を理由に取り消し、開

示請求に係る行政文書として第Ｈ１９確認建築千葉県０００１１５号の建築確

認申請図書一式及び第Ｈ１９確更建築千葉県０００１６８号の計画変更確認申

請図書一式を特定し、改めて本件決定４を行った。 

  (3) 請求３について 

   ア 実施機関は、請求３に係る行政文書として第Ｈ１９確更建築千葉県０００１６

８号で確認済の鋸南町立勝山小学校の計画変更確認申請に係る書類を特定し、平

成１９年１２月１４日付け安整第７３号の７による行政文書部分開示決定（以下

「当初決定３」という。）を行った。 

   イ 実施機関は、当初決定３について、不開示とした部分に開示すべき情報があっ
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たこと等を理由に取り消し、改めて本件決定５を行った。 

  (4) 請求４について 

実施機関は、請求４に係る行政文書として鋸南町立勝山小学校の建築確認申請図

書（第Ｈ１９確認建築千葉県０００１１５号及び第Ｈ１９確更建築千葉県０００１

６８号）の構造関係図面及び構造計算書を特定し、本件決定２を行った。 

  (5) 請求５について 

    実施機関は、請求５に係る行政文書として第Ｈ１９確認建築千葉県０００１１５

号の建築確認申請図書一式及び第Ｈ１９確更建築千葉県０００１６８号の計画変

更確認申請図書一式を特定し、本件決定１を行った。 

  (6) 請求６について 

    実施機関は、請求６に係る行政文書を保有していないことを理由に本件決定６を

行った。 

 ３ 本件決定の取消し及び再決定について 

  (1) 本件決定１について 

    実施機関は、本件決定１について、不開示とした部分に開示すべき情報があった

こと等を理由に一部を取り消し、改めて平成２０年１０月２２日付け安整第   

１０９８号による行政文書部分開示決定（以下「再決定１」という。）を行った。 

  (2) 本件決定２について 

    実施機関は、本件決定２について、不開示とした部分に開示すべき情報があった

ことを理由に一部を取り消し、改めて平成２０年１０月２２日付け安整第１０９７

号による行政文書部分開示決定（以下「再決定２」という。）を行った。 

  (3) 本件決定３について 

    実施機関は、本件決定３について、不開示とした部分に開示すべき情報があった

ことを理由に一部を取り消し、改めて平成２０年１０月２２日付け安整第１０９４

号による行政文書部分開示決定（以下「再決定３」という。）を行った。 

  (4) 本件決定４について 

    実施機関は、本件決定４について、不開示とした部分に開示すべき情報があった

こと等を理由に一部を取り消し、改めて平成２０年１０月２２日付け安整第   

１０９５号による行政文書部分開示決定（以下「再決定４」という。）を行った。 

  (5) 本件決定５について 

    実施機関は、本件決定５について、不開示とした部分に開示すべき情報があった

ことを理由に一部を取り消し、改めて平成２０年１０月２２日付け安整第１０９６

号による行政文書部分開示決定（以下「再決定５」といい、「再決定１」から「再

決定５」までを併せて以下「本件再決定」という。）を行った。 

 ４ 不開示の理由について 

  (1) 条例第８条第２号該当性 

   ア 実施機関が本件再決定において、条例第８条第２号に該当するとして不開示と

したボーリング柱状図中の地質調査会社の担当者（主任技師、現場代理人、コア

鑑定者及びボーリング責任者）の氏名、合併処理浄化槽概要書中の浄化槽設備士

の氏名及び一級建築士免許証の写し中の生年月日は、特定の個人を識別すること
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ができる情報である。 

   イ このうち、地質調査会社の担当者の氏名及び浄化槽設備士の氏名は、当該担当

者及び浄化槽設備士が、法人の役員であるかは不明であり、法人の社員の氏名は

一般に公にされる情報ではないため不開示とした。 

   ウ また、建築士の生年月日は、本件再決定時において建築士の生年月日について

公にすることとしている法令等の規定があったとは認められないため不開示と

した。 

  (2) 条例第８条第３号該当性 

   ア 実施機関が本件再決定において、条例第８条第３号に該当するとして不開示と

した部分（確認申請書に添付された合併処理浄化槽概要書中の法人の代表者の印

影及び構造計算書中の地質調査資料並びに計画変更確認申請書に添付された構

造計算書中の地盤調査の調査結果を除く。）は、建築主から依頼を受けた法人で

ある建築士事務所が行った設計に係る情報である。法人である建築士事務所は、

その所属する建築士が建築基準法の範囲内で、建築主の需要にこたえ、間取りや

外観等について経済性及び安全性等を考慮し、建築士の経験、技量に基づいて設

計するものである。これらの情報が明らかになれば建築士事務所に所属する建築

士の持つデザイン上、設計技術上のノウハウが明らかになり、当該建築士事務所

の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えると考えられる。 

   イ 合併処理浄化槽概要書で不開示とした法人の代表者の印影は、会社の設立登記

の際に届け出られ、印鑑証明の対象となる印であり、当該法人の意思を法人の代

表機関として表示する際に使用されるものである。また、記載事項の内容が真正

なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、これにふさわしい形

状を有し、契約書等重要書類に使用するものとして、特別な管理をしている印鑑

であると推認され、当該法人の事業活動における内部管理に関する情報であって、

公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあるものである。 

   ウ 合併処理浄化槽概要書、合併処理浄化槽型式適合認定書、合併処理浄化槽型式

適合認定書別添仕様書及び図面並びに設計計算書は、建築士事務所が行った設計

に係る情報のほか、浄化槽の製造・設計業者が設計した合併処理浄化槽の情報が

記載されている。これらの合併処理浄化槽の設計に係る情報は、当該法人の生産

技術上又は設計技術上のノウハウに関する情報であって、公にすることにより、

当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであ

る。 

   エ 構造計算書を構成する文書である地質調査資料（液状化検討結果）、地盤調査

の調査結果の一部、地層推定断面図、液状化検討結果及び孔内水平載荷試験整理

図は、地質調査会社が建築主の需要にこたえ、ボーリング調査により採取した試

料から調査地の土質及び地層の構成を分析し、考察した内容が記載されており、

これらの情報は、地質調査会社が調査及び分析をし、報告書を作成する技術上の

ノウハウに関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。 
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 ５ 異議申立人の主張について 

(1) 異議申立人は、建築士事務所の耐震偽装は設計のノウハウではなく、全部開示す

るのが公益であると主張するが、耐震偽装であるか否かはともかく、不開示とした

理由は、上記４で説明したとおりである。 

(2) 異議申立人は、建築計画概要書は誰でも閲覧でき、その配置図から校舎の床の高

さは３００ｍｍ（０．３ｍ）であることが明らかであるのに、建築確認の申請書の

第四面では部分開示とし、その理由は「ノウハウ」であるからとしていると主張す

るが、建築計画概要書の配置図に記載されている床の高さは建築基準法施行規則

（昭和２５年建設省令第４０号）で明示すべき内容とされている校舎周囲の地盤面

±０から床までの高さを表示したものであり、一方、確認申請書第四面の「居室の

床の高さ」欄は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２２条第１号

に規定する床の直下の地盤面から床の上面までの高さを記載するものである。 

したがって、確認申請書第四面に記載されている「居室の床の高さ」は、建築計

画概要書に記載されている数値とは異なる情報であり、設計上のノウハウに係るも

のであると判断して不開示とした。 

(3) 異議申立人は、新規の部分開示決定では追加の行政文書の件名が記載され、当初

から対象文書隠しを故意にしていたと主張するが、請求２については、開示すべき

行政文書の特定が漏れていたため、当初決定２を取り消し、開示請求に係る行政文

書として第Ｈ１９確認建築千葉県０００１１５号の建築確認申請図書一式及び第

Ｈ１９確更建築千葉県０００１６８号の計画変更確認申請図書一式を特定し、改め

て本件決定４を行っている。 

(4) 異議申立人は、図面番号はＡ１からＡ３８まで連番でなければならず、抜けてい

る番号の図面を隠していると主張するが、建築基準法に基づく確認の申請には、建

築基準法施行規則第１条の３の規定により必要な図書及び書類が定められており、

特定した行政文書以外に開示請求に係る行政文書は存在しない。 

 

第４ 審査会の判断 

   当審査会は、異議申立人の主張及び実施機関の説明等をもとに審査した結果、以下

のように判断する。 

  １ 本件異議申立てについて 

(1) 本件請求及び本件決定については、前述の実施機関の説明要旨１及び２のとおり

である。 

(2) 異議申立人は、平成２０年５月１８日付けで本件決定の取消しを求める異議申立

てを行ったものである。 

 ２ 本件請求に係る行政文書等について 

  (1) 実施機関は、請求１に係る行政文書として実施機関が鋸南町長から平成１９年４

月１１日に収受した鋸南町立勝山小学校の校舎等（以下「本件建築物」という。）

に係る建築基準法第６条第１項の規定による建築確認申請図書一式（以下「本件文

書１」という。）の一部を特定し本件決定３を行い、請求２に係る行政文書として

本件文書１及び実施機関が鋸南町長から平成１９年１１月５日に収受した本件建
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築物に係る建築基準法第６条第１項の規定による計画変更確認申請図書一式（以下

「本件文書２」といい、「本件文書１」と「本件文書２」を併せて以下「本件文書」

という。）を特定し本件決定４を行い、請求３に係る行政文書として本件文書２を

特定し本件決定５を行い、請求４に係る行政文書として本件文書１の一部及び本件

文書２の一部を特定し本件決定２を行い、請求５に係る行政文書として本件文書１

及び本件文書２を特定し本件決定１を行った。 

  (2) 以上のとおり、本件決定１ないし本件決定５は５件の開示請求に対する異なる決

定ではあるが、結局のところ本件決定１ないし本件決定５において実施機関が特定

した行政文書は本件文書の全部又は一部である。 

    また、実施機関は、前述の実施機関の説明要旨３のとおり本件決定１ないし本件

決定５の一部を取り消し、本件再決定を行っている。 

    そこで、当審査会では、別表「不開示情報一覧」に掲げる本件再決定において実

施機関が不開示とした情報について、条例第８条各号該当性を検討する。 

  (4) 実施機関は、請求６に係る行政文書を保有していないとして、本件決定６を行っ

ているので、当審査会では、請求６に係る行政文書の存否についても検討する。 

 ３ 条例第８条第２号該当性について 

  (1) 条例第８条第２号本文該当性について 

    実施機関が条例第８条第２号に該当するとして不開示とした情報は、本件文書１

及び本件文書２をそれぞれ構成するボーリング柱状図中の地質調査会社の担当者

（主任技師、現場代理人、コア鑑定者及びボーリング責任者）の氏名、本件文書１

を構成する合併処理浄化槽概要書中の浄化槽設備士の氏名及び本件文書２を構成

する一級建築士免許証の写し中の生年月日（以下「本件担当者氏名等」という。）

である。 

    本件担当者氏名等は、いずれも個人に関する情報であって、特定の個人を識別で

きるものであり、事業を営む個人の当該事業に関する情報とは認められないため、

条例第８条第２号本文に該当する。 

  (2) 条例第８条第２号ただし書該当性について 

    条例第８条第２号本文に該当する情報であっても、法令等の規定により又は慣行

として公にされ、又は公にすることが予定されている情報については、条例第８条

第２号ただし書イの規定により、不開示情報から除かれている。 

    実施機関は、本件担当者氏名等について、いずれも本件再決定時において法令等

の規定により又は慣行として公にされていないと説明する。 

    しかしながら、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３０条は、浄化槽工事業

者は、国土交通省令の定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごと

に、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他国土交通省令で定める事

項を記載した標識を掲げなければならないと規定しており、浄化槽工事業に係る登

録等に関する省令（昭和６０年建設省令第６号）第９条は、浄化槽法第３０条の規

定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、氏名又は名称及び法人にあっ

ては、その代表者の氏名、登録番号及び登録年月日、浄化槽設備士の氏名とすると

規定している。 
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    そうすると、本件担当者氏名等のうち浄化槽設備士の氏名は、法令等の規定によ

り公にされている情報であると解するのが相当であり、条例第８条第２号ただし書

イに該当し、同号に規定する不開示情報に該当しない。 

    本件担当者氏名等のうち浄化槽設備士の氏名以外の情報については、実施機関の

説明を覆す事情もないため、条例第８条第２号ただし書イに該当しないと判断する。 

    また、本件担当者氏名等は、条例第８条第２号ただし書ロ、ハ及びニに該当しな

い。 

 ４ 条例第８条第３号該当性について 

実施機関は、本件再決定において不開示とした本件担当者氏名等以外の情報（以下

「本件法人情報」という。）について、条例第８条第３号イに該当すると説明するの

で、以下、本件法人情報の条例第８条第３号イ該当性について検討する。 

  (1) 条例第８条第３号イの判断基準 

    条例第８条第３号イは、法人その他の団体（以下「法人等」という。）に関する

情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、公にすることにより、当

該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るものを不開示情報として定めている。 

    ここでいう「権利、競争上の地位その他正当な利益」とは、法的保護に値する権

利一切、ノウハウ、信用等の法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における

地位及び事業運営上の地位も広く含むものである。 

    また、条例第８条第３号イの「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たって

は、法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容、性質に応じ当該法人等又

は当該個人の権利の保護の必要性や当該法人等又は当該個人と県との関係などを

十分考慮しなければならず、この「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な

可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。 

    以上のような判断基準により、本件法人情報の条例第８条第３号イ該当性につい

て、以下、具体的に検討する。 

  (2) 本件法人情報の条例第８条第３号イ該当性について 

   ア 建築士事務所の正当な利益を害するとして不開示とした情報について 

    (ｱ) 実施機関は、本件法人情報（本件文書１を構成する合併処理浄化槽概要書に

記録された法人の代表者の印影並びに本件文書１を構成する構造計算書中の

地質調査資料及び本件文書２を構成する構造計算書中の基礎・地盤説明書の

「調査結果」に記録された情報を除く。）は建築主から依頼を受けた法人であ

る建築士事務所が行った設計に係る情報であり、これらの情報が明らかになれ

ば当該建築士事務所に所属する建築士の持つデザイン上、設計技術上のノウハ

ウが明らかになり、当該建築士事務所の競争上又は事業運営上の地位に不利益

を与えると説明する。 

    (ｲ) 実施機関の説明するとおり、本件文書は全般にわたって当該建築士事務所が

行った設計に係る情報が記録されており、設計者がその蓄積された建築設計に

関する知識、技術、経験等を用いて、建築主の要望やコスト等を踏まえつつ、

構造耐力上の安全性等を考慮しながら作成したものであると認められる。 
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    (ｳ) 一方で、本件文書に記録されているような建築確認申請に係る情報について

は、建築基準法第９３条の２の規定により、一部の情報が建築計画概要書とし

て閲覧に供されている。 

      また、本件のように建築確認申請に係る建築物が公共の建物の場合、建築主

によって、実質的に一部の情報が公になっていることも考えられる。 

      このような情報は、建築士事務所が行った設計に係る情報であっても、公に

することにより、当該建築士事務所の正当な利益を害するおそれがあるとは認

められず、開示しなければならない。 

    (ｴ) 本件法人情報のうち、本件文書１を構成する確認申請書に記録された居室の

床の高さ及び本件文書２を構成する計画変更確認申請書に記録された居室の

床の高さ（以下「本件居室の床の高さ」という。）について、異議申立人は、

誰でも閲覧できる本件建築物の建築計画概要書に添付されている配置図（以下

「本件配置図」という。）に記載されており、鋸南町長は開示している旨の主

張をしている。 

      これに対し、実施機関は、本件配置図に記載されている床の高さは、校舎周

囲の地盤面から床までの高さを表示したものであるが、確認申請書第四面の

「居室の床の高さ」欄には、建築基準法施行令第２２条第１号の規定により、

最下階の居室が木造である場合に床の直下の地盤面から床の上面までの高さ

を記載するものであって、本件配置図に記載されている情報とは異なる情報で

あると説明する。 

      しかしながら、本件居室の床の高さに類似した情報と認められる校舎周囲の

地盤面から床までの高さが記載された本件配置図が建築基準法に基づき閲覧

に供されている状況において、本件居室の床の高さを公にすることにより、当

該建築士事務所の正当な利益を害すると判断するに足りる特段の事情は認め

られない。 

      よって、本件居室の床の高さは、公にすることにより、当該建築士事務所の

正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、条例第８条第３号イに該当

しない。 

    (ｵ) 本件法人情報のうち、本件文書１を構成する１階平面図（合併処理浄化槽の

設計計算書に添付された１階平面図を含む。）に記録された建築物内部の寸法、

室の名称、設備・備品等の名称（階段部分に表記された記載を含む。以下同じ。）

並びに本件文書２を構成する１階平面図に記録された建築物内部の寸法、室の

名称、室面積及び設備・備品等の名称（以下「本件室の名称等」という。）に

ついては、建築基準法に基づき閲覧に供されている本件配置図に本件建築物の

１階の間取り、寸法等の情報が記載されていることから、本件再決定において

実施機関がすでに開示している本件文書１及び本件文書２をそれぞれ構成す

る１階平面図（以下「本件１階平面図」という。）に記録された間取り、寸法

等の情報から容易に推知される情報であり、また、用途が小学校であるという

本件建築物の性質をかんがみると、教師、児童、保護者等多数の者が知り得る

情報である。 
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よって、本件室の名称等は、公にすることにより、当該建築士事務所の正当

な利益を害するおそれがあるとは認められず、条例第８条第３号イに該当しな

い。 

    (ｶ) 本件法人情報のうち、本件文書１及び本件文書２をそれぞれ構成する２階平

面図・塔屋平面図（本件文書１を構成する合併処理浄化槽の設計計算書に添付

された２階平面図・塔屋平面図を含む。）に記録された情報から屋根の材質及

び凡例を除いた部分（以下「本件２階平面図等」という。）については、当審

査会で見分したところ、上記(ｵ)で判断した本件１階平面図と同様に、本件建

築物の間取りや寸法を記録した図面であると認められる。 

      実施機関は、平面図などの設計図面は当該建築士事務所が行った設計に係る

情報であり、本来は条例第８条第３号イに該当し開示しない情報であるが、本

件再決定においては、建築基準法に基づき閲覧に供されている本件配置図に本

件建築物の１階の間取り、寸法等の情報が記載されていたため、本件１階平面

図の間取り等の情報を開示したと説明する。 

      しかしながら、本件建築物の１階の間取り、寸法等の情報が、既に建築基準

法に基づき閲覧に供されている状況において、本件１階平面図と同様の情報が

記録されている図面と認められる本件２階平面図等を公にすることにより、当

該建築士事務所の正当な利益を害すると判断するに足りる特段の事情は認め

られない。 

      よって、本件２階平面図等は、公にすることにより、当該建築士事務所の正

当な利益を害するおそれがあるとは認められず、条例第８条第３号イに該当し

ない。 

    (ｷ) 本件法人情報のうち、本件文書１及び本件文書２をそれぞれ構成する立面図

（以下「本件立面図」という。）に記録された情報は、建築基準法第６条第４

項の規定による確認済証の交付を受けた本件建築物の外観を表したものであ

り、完成後に不特定多数の者が目視により確認できる情報であることを承知の

上で作成された図面であると判断するのが相当であり、これを覆すに足りる特

段の事情も認められない。 

よって、本件立面図は、公にすることにより、当該建築士事務所の正当な利

益を害するおそれがあるとは認められず、条例第８条第３号イに該当しない。 

    (ｸ) 本件法人情報のうち、本件文書２を構成する構造計算によって建築物の安全

性を確かめた旨の証明書の写し（以下「本件構造計算安全証明書」という。）

中の「建築物の区分」については、本件建築物が建築基準法上、どのような区

分の建築物に該当するかということを示す情報であり、本件建築物の具体的な

構造や設計を明らかにするものではなく、公にすることにより、当該建築士事

務所の正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

      また、本件法人情報のうち、本件構造計算安全証明書中の「別添の構造計算

書に係る構造計算の種類」及び本件文書２を構成する構造計算書中の構造計算

概要書に記録された「適用する構造計算の種類」については、建築物の区分を

踏まえて選択した建築基準法施行令に規定する構造計算の種類を示す情報で
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あり、建築士が構造計算に使用した具体的なプログラムや構造計算の内容を明

らかにするものではなく、公にすることにより、当該建築士事務所の正当な利

益を害するおそれがあるとは認められない。 

      よって、これらの情報は、条例第８条第３号イに該当しない。 

    (ｹ) 実施機関が当該建築士事務所の正当な利益を害するとして不開示としたその

ほかの本件法人情報については、公にすることにより、当該建築士事務所に所

属する建築士の持つデザイン上、設計技術上のノウハウが明らかになり、当該

建築士事務所の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認め

られ、条例第８条第３号イに該当する。 

   イ 法人の代表者の印影について 

実施機関が不開示とした法人の代表者の印影を見分したところ、認証的機能を

有し法人の契約書類等の重要書類にも使用するものとして特別な管理をしてい

る印鑑の印影と推認される。 

よって、これを公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあると認められ、条例第８条第３号イに該当する。 

   ウ 合併処理浄化槽の製造・設計業者の正当な利益を害するとして不開示とした情

報について 

本件法人情報のうち、実施機関が合併処理浄化槽の製造・設計業者の正当な利

益を害するとして不開示とした情報（本件文書１を構成する合併処理浄化槽の設

計計算書に添付された１階平面図及び２階平面図・塔屋平面図に記録された情報

を除く。）は、すべて上記ア(ｹ)で判断した情報に含まれており、当該合併処理浄

化槽の製造・設計業者の正当な利益を害するかどうかを判断するまでもなく、公

にすることにより、当該建築士事務所の競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあると認められ、条例第８条第３号イに該当する。 

     なお、本件文書１を構成する合併処理浄化槽の設計計算書に添付された１階平

面図及び２階平面図・塔屋平面図は、当該建築士事務所に所属する建築士が作成

したものであり、当該合併処理浄化槽の製造・設計業者のノウハウが記録されて

いるとは認められず、また、当該図面に記録されている情報は、上記ア(ｵ)及び

(ｶ)で判断したとおり、公にすることにより、当該建築士事務所の正当な利益を

害するおそれがあるとも認められないことから、条例第８条第３号イに該当しな

い。 

   エ 地質調査会社の正当な利益を害するとして不開示とした情報について 

(ｱ) 本件法人情報のうち、本件文書２を構成する構造計算書中の基礎・地盤説明

書の「調査結果」の一部である土質試験一覧表及び土性図に記録された情報に

ついては、小学校という公共の建物の建築地に係る自然的な事実に関する情報

であり、冒頭の説明文も含めて、それ自体から、当該地質調査会社が調査報告

書を作成する技術上のノウハウが明らかになるものではなく、公にすることに

より、当該地質調査会社の正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、

条例第８条第３号イに該当しない。 

(ｲ) 実施機関が地質調査会社の正当な利益を害するとして不開示としたそのほか
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の本件法人情報は、当該地質調査会社がボーリング調査により採取した試料を

詳細に分析し、その結果を基に独自に考察した具体的な内容であり、当該地質

調査会社が建築主の需要にこたえる調査報告書を作成するための技術上のノ

ウハウが明らかになる情報と認められる。 

  よって、これを公にすることにより、当該地質調査会社の競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第８条第３号イに該当す

る。 

 ５ 条例第１０条該当性について 

(1) 異議申立人は、建築士事務所の耐震偽装は設計のノウハウではなく、全部開示す

るのが公益であると主張するので、本件法人情報のうち、上記４で当該建築士事務

所の正当な利益を害するおそれがあると認められ条例第８条第３号イに該当する

と判断した情報（以下「本件建築士事務所に関する情報」という。）の条例第１０

条該当性について検討する。 

(2) 条例第１０条の「公益上特に必要があると認めるとき」とは、条例第８条各号の

不開示情報の規定に該当する情報であるが、実施機関の高度の行政的な判断により、

当該情報を公にすることに、当該情報を開示しないことにより保護すべき利益を上

回る公益上の必要性があると認められる場合をいう。 

(3) 当審査会で実施機関に確認したところ、本件建築物については、提出された図書

を審査した結果、建築基準関係規定に適合しており、異議申立人の主張する耐震偽

装は認められないとのことであり、実施機関の説明を覆す事情も認められない。 

(4) そうすると、本件建築士事務所に関する情報を公にすることに、当該情報を開示

しないことにより保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認めることは

できない。 

 ６ 行政文書の不存在について 

(1) 実施機関は、請求６について、開示請求に係る行政文書を保有していないことを

理由に本件決定６を行っており、当該行政文書を保有していない具体的な理由は、

当該行政文書を作成も取得もしていないからであると説明する。 

(2) 請求６は、行政文書開示請求書の開示請求する行政文書の件名又は内容欄に  

「Ｈ１９．１２．１７付行政文書開示請求書を同日安房地域整備センターが収受し

ながら、Ｈ２０．４．１６現在未だに放置されているのが、どうして放置するのが

許されるのかについてわかる一切の書類」と記載されており、平成１９年１２月 

１７日付けの請求４について実施機関が条例第１３条に規定する期限を経過して

いるにもかかわらず、条例第１２条第１項及び第２項の決定（以下「開示決定等」

という。）を行わないことを正当化する内容が記載された行政文書の開示を求めて

いるものと解するのが相当である。 

(3) 請求４について、実施機関は、平成２０年５月２日付けで本件決定２を行ってお

り、条例第１３条第２項又は条例第１４条に規定する開示決定等の期限の延長の手

続をしていない。 

(4) そうすると、実施機関の請求４に対する手続は、条例の規定に反するものと言わ

ざるを得ず、その手続を正当化する内容が記載された行政文書は通常あり得ないが、
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念のため、当審査会で実施機関に対し確認を求めたところ、実施機関での保有は認

められなかった。 

(5) よって、請求６に係る行政文書を保有していないとした本件決定６は妥当である。 

 ７ 異議申立人の主張について 

  (1) 行政文書開示請求書の訂正について 

ア 異議申立人は、自己情報開示請求したところ、請求１の行政文書開示請求書で

「平成１９年２２４号」と記載したものが「平成１９年１１５号」と改ざんされ

ていたと主張する。 

イ 請求１について、実施機関に確認したところ、当該行政文書開示請求書の開示

請求する行政文書の件名又は内容欄では、「第２２４号」と記載されていたが、

その後に続く記載が「確認を受けた建築物」となっていたので、当該建築確認申

請の確認番号である「第１１５号」の方が適切な記載だと考え、当初決定１を行

うに当たって、実施機関が訂正したとのことであった。 

ウ 行政文書開示請求書の訂正は、請求者に確認した上で行うべきであり、実施機

関においては、このような事務処理が繰り返されることのないよう再発防止に努

められたい。 

  (2) 請求４に係る事務手続について 

 ア 異議申立人は、平成１９年１２月１７日付けの行政文書開示請求に対して、期

間延長もせずに故意に放置し、平成２０年５月２日付け安整第２３４号で部分開

示決定通知書を発行していると主張する。 

イ 請求４に対する実施機関の手続は、上記６(3)のとおりであり、条例の規定に

反するものと言わざるを得ない。 

ウ 実施機関においては、このような事務処理が繰り返されることのないよう再発

防止に努められたい。 

  (3) 請求５について 

ア 異議申立人は、請求５では、実施機関が対象文書を故意に特定しようとしない

ので、１ページごとの特定をするように開示請求をした。ところが１枚の部分開

示決定通知書しか発行していない。一つのページすべてを開示しない場合は、不

開示決定通知書で通知しなければならないことから県条例違反の処分であると

主張する。 

イ 請求５に対して、実施機関は本件決定１を行っているが、本件決定１の行政文

書部分開示決定通知書を見分したところ、請求の趣旨を満たす行政文書をすべて

特定した上で、不開示とした部分を具体的に表記し、不開示とした部分ごとに不

開示の理由も表記していることが認められた。 

ウ そうすると、本件決定１は、条例第１２条第１項及び同条第３項の規定を遵守

した適法な決定と認められ、異議申立人が主張するような県条例違反の処分では

ない。 

エ 異議申立人の請求５のような請求は、実施機関に過度な事務の負担を強いるも

のであり、条例の趣旨を逸脱した不適正な開示請求であると言わざるを得ない。 

  (4) その他 
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異議申立人は、その他種々主張しているが、当審査会の判断に影響を及ぼすもの

ではない。 

 ８ 結論 

   以上のとおり、実施機関が不開示とした情報のうち、別表の審査会の判断欄に「開

示」と表記した情報については、条例第８条第２号又は第３号に該当しないので開示

すべきである。 

   実施機関のその余の決定は妥当である。 

 

第５  審査会の処理経過 

     当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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